
令和８年度 文化財保護行政の方針と重点 

 

１ 方   針 

郷土への愛着と誇りを培い、うるおいと活力のある県民生活を実現するため、次代へ伝え

る、かけがえのない文化財の保存・活用に努める。 

 

２ 重   点 

（１）文化財の保護・保存 

かけがえのない文化財を次代に伝えるため、適切に管理し、保護・保存に努める。 

ア 文化財を大切にし、守り伝えようとする意識の啓発 

イ 文化財の調査や記録作成の実施    

ウ 国や県の文化財指定等の推進        

エ 文化財の保存・修理等の支援                          

（２）文化財の公開・活用 

県民が文化財に興味・関心を持ち、親しめるよう、公開・活用と情報発信に努める。 

ア デジタル技術の活用等による文化財の公開・活用の促進と情報発信 

イ 史跡等の公有化や整備の支援 

ウ 国内外に向けた世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の価値や魅力の発信、認

知度向上及び受入態勢の充実 

（３）伝統芸能・技術の継承 

地域で育まれ、保存・伝承されてきた伝統芸能や技術の継承に努める。 

ア 伝統芸能・技術の後継者の育成支援と発表機会の充実 

イ こどもの伝統芸能伝承活動の推進 

（４）博物館等施設の機能の充実 

多様な主体と連携し、地域の活性化等を考慮しながら、県民が文化財に触れ、体験・体

感できる機会の充実と情報発信に努める。 

ア 県立郷土館の資料の収集・保管、展示、調査研究、教育普及活動の充実と情報発信 

イ 三内丸山遺跡センターの遺跡に関する調査研究、遺跡及び遺跡の出土品の保存、遺

跡に関する資料の展示、教育普及活動の充実と情報発信 

ウ 埋蔵文化財調査センターの発掘調査、研究活動、出土品等の保存・活用の充実と情

報発信 


